
〈個人〉
　都の委員会に付託できることが背景にあることは、区市町村及び
消費者団体における交渉の際の事業者に対するけん制となる。
（P13）

都 民 意 見 募 集 の 結 果 （ 概 要 ）

意見募集の概要

　（１）周知方法
　　　　生活文化局ウェブサイトに募集要領を掲載

　（２）募集期間
　　　　平成２３年９月２６日～平成２３年１０月１７日までの２２日間

　（３）意見提出先及び提出方法
　　　　生活文化局消費生活部企画調整課にファクシミリ、Ｅメール、郵送
　　　で送付されたものを受付

　

　（１）意見件数　７件

　（２）意見総数　２１件

（１） （２） （３） （４） （５） （６）

受付範囲
の拡大

対象紛争
の拡大

審議体制
の強化

情報提供
の充実

民間ADR
機関連携

その他

件数 ２１ ４ ５ ４ ５ ２ １

意見の内容 計

集計結果

主な意見

〈その他団体〉
　民間ＡＤＲ機関は、それぞれの理念の下、様々に紛争解決に向け
た手続や手法を講じ、相談者のニーズに応えるべく取り組んでい
る。こうした特質が考慮されず形式的な振り分けが行われることの
ないよう、双方向的な交流により真に顔の見える信頼関係を構築す
べきである。（P21)

〈消費者団体〉
　迅速な解決のために新たな仕組みを作る際、相談現場や現状のト
ラブルの内容について、よく理解している委員を選任することが必
要不可欠である。（P15）

〈消費者団体〉
　対象とする紛争の拡大として「被害の反復性」「被害救済の高度
専門性」「被害救済の緊急性」を追加することについて、具体的な
案件と照らし、賛成する。
　→具体的に記載（P14）
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消費者団体 その他団体 個人

件数 ７ ３ ２ ２

提出主体 計


